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お わ り に

は じめ に

ガットの締約国間の紛争処理を目的とす る条項は,「関税及び貿易に関する

搬 齪 」(以 下 「一般協定」という。)及 び鯨 ・ウ・ドにおいて雛 され瀦 齪 等の

国際文書の中に数多く存在する。

一般協定を例にとると,そ のような条項として,第 玉に,一 般的協議を義務

づける第22条 がある。第2に,一 般協定に基づ く締約国の利益が害されたとき

にとられる紛争処理手続を定める第23条 がある。第3に,一 般協定により締約

国に課せ られた個々の実体的な義務に関 して一定の場合に協議を義務づける条

項があるn。 第4に,他 の締約国の要請を受けたときに自国の措置の検討が義

務づけられる第7条 第1項 及び第8条 第2項 のような条項がある。第5に,他

の締約国の措置に対する補償又は対抗措置として,ある締約国の譲許を撤回若しく

原稿受領 日1983年7月19日

1)第2条 第5項(譲 許表),第6条 第7項(ダ ンピング防止税 ・相殺関税),第7条 第

1項(関 税評価),第8条 第2項(輸 出入手数料 ・手続),第9条 第6項(原 産地表

示),第12条 第4項(国 際収支制限),第13条 第4項(数 量制限の無差別 適用),第

16条 第1項(補 助金),第17条 第4項(国 家貿易企業),第18条 第7,12,16,鶉,

22項(政 府の関発援助),第19条 第2項(セ ーフガー ド),第24条 第7項(自 由貿

易地域 ・関税同盟),第28条 第1,4項(譲 許表の改正),第37条 第2項(開 発途上

国に対す る約束)な ど。
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は停止すること又は義務を免除することを可能にする条項がある2}。第5に,

一定の場合に締約国の義務を事前に免除す ることを規定する第25条 第5項

(い わゆるウェーバー条項)が あり・第6に ・搬 協定の關 を助長するための繍 国の共

同行動を可能にする第25条 第1項 があるが,こ れらも締約国間の紛争の予防 ・

解決に関 して重要な役割を果たすものである。 しかし一般協定における紛争処

理条項として取 り上げられるのは,普 通,最 初にあげた第22条 及び第23条 で

ある31。

第22条 第1項 は,一 般協定の運用に関す るいかなる事項に関 しても,締 約国

は他の締約国に申立を行 うことができ,当 事国間の協議が行われなくてはなら

ないことを定める。同条第2項 は,第1項 に基づ く協議により解決が得 られな

かった場合に,い ずれかの締約国の要請により,締 約国団が当事国 と協議する

ことができることを定めている。

第23条 第1項 は,一 定の要件の備 った事項に関 して,締 約国は他の締約国に

申立を行 うことができ,当 事国間の協議が行われなくてはな らないことを定め

る。同条第2項 は,第1項 の協議で解決の得 られなかった問題の締約国団への

付託,締 約国団による問題の調査,勧 告又は裁定,譲 許の停止の許可などを定

めているQ

一般協定第23条 の紛争処理手続については30年 以上にわたる運用により一

定の慣行が生成 し,そ の手続は東京ラウンドで 「通報,協 議,紛 争解決及び監

視に関する了鱒 項」儲 ∬ 蟹野)と して成文化され,・ の了鱒 項は1979

年11月 の締約国団会議において 「決定」として採択された4,。

2)第2条 第5項,第12条 第4項,第18条 第7,12,21項,第19条 第3項,第28条 な

ど 。

3)T.FLoRY,LEG.A。T.T.,DRolTINTERNATIoNALETco瓢MERcE

MoNDIAL66-78(1968);J.JAcKsoN,WoRLDTRADELAwANDTHELAw .

oFGATT163-189(1969);K.DAM,THEGATT:LAwANDINTERNAnoNAL

EcoNoMIcORGANIzATIoN351-375(1970);R..HuDEc,THELEGALSYsTEM

ANDWoRLDTRADEDlpLoMAcY46-48,223-225(1975).

4)翫der8`α πdεπgRε9αrd`π8・ ハb雌cα 古`oπ,α)ηsω 伽 εZoπ,D`8P鷹8e観 θmeπ`

απ(オSωroeεZZα πce,26GENERALAGREEMENToNTARIFFs緬DTRADE,

BAslcINsTRuMENTsANDSELEcTEDDocuMENTs210(1979).
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IMF及 びガットを軸とするブレトンウッズ体制は1970年 代前半に崩壊 したと

言われているが,ガ ットは貿易に関する重要な 「国際制度」として機能 し続け

ており5[,ガ ットの研究は今後 も続けられなくてはならない。「国際制度」 と

いう用語には,「国際関係の所与の領域において,明 示又は黙示の原則,規 範,

準則及び意思決定手続の集合であって,そ れを中心として行為者の期待が収飲

するもの」 という定義を与えることができるとされている6}。従 って国際制度

の研究の1つ の方法 として,そ の制度がどのような原則,規 範,準 則及び意思

決定手続を有するかを研究することが考えられるが,そ れには原則,規 範又は

準則か らの逸脱がいかなる意思決定手続 によってどのように処理されるかを明

らかにすることが必要である。以上を踏まえて,本 稿は,ガ ットの準則(ル ー

ル)か らの逸脱か ら生 じる紛争がどのように処理 されるのかを一般協定第23条

の手続を中心にして明 らかにしょうと試みるものである。

一.ガ ット紛争処理手続の発達

1.国 際貿易機関憲章の紛争処理手続と一般協定第23条

搬 協定は・元来 不成立に終・姻 獺 易機鵬 章(以 下「憲章という。 」)の 第4

章 「通商政策」 を実施するために作成され,「 暫定適用に関する議定書」によ

り1948年1月 ユ日から暫定的に実施された7〕。

憲章には,あ る加盟国の利益が他の加盟国により無効化又は侵害されたことによ

り生 じる紛争の処理手続が第8章 「紛争の解決」に定められていた。そこでは,

①紛鞘 事国間の臓 及醐 争当事国樋 の合意鷹 つく繊 への概(93条),

②紛争当事国による執行理事会への付託,執 行理事会による一定の措置及び憲

章上の翻 又は譜 の駈 の許可(94条),③ 紛争当事国の要請があ・たときの

執行縣 会による再検討のための総会への付託(95条)幌 め られており・さら

5)川 田 侃 「相 互 依 存 深 化 の な か の 国際 経 済体 制 」『世 界 経 済評 論 』第27巻 第3号,1983

年3月,46頁 。

6)KraSDer,8伽c`ωrαZC協8es飢d.Reg`mθ σoπseqμeπcθ8'Rθ9εmθsαs

1πεεroεηεπ91疏 αrεαbZθs,361NrゴLORG.185,186(1982).

7)高 野 雄 一 『国 際 組 織法(新 版)』,有 斐 閣,1975年,290頁 。
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に,④ 法律上の問題について国際司法裁判所の勧告的意見を要請することがで

き,(勧 告的意見であっても)そ の意見に国際貿易機関は拘束されることが定

め られていた(96条)・ 憲章第8章 「紛争の鰍 」1まそのままの形では搬 協定

には受け継がれず8),無 効化及び侵害に関する条項のみが単独で一般協定に入

り,よ り簡略な手続が定められ,第23条 となった。

2.締 約国団会議議長の裁定による紛争処理

憲章第8章 のような紛争処理条項が一般協定にはないため,締 約国間の紛争

に締約国団が介入できるかどうか疑問とされた。また一般協定には,国 際通貨

基金協定第29条 のように,協 定の解釈について生じる疑義の解決手続を定める

条項 もない。そこでガットでは,当初,その準備委員会当時と同様に,締 約国団会

議議長の裁定(ruling)が 紛争処理の手続として利用された9⊃。1948年 の第2

回締約国団会議において2っ の紛争がこの手続により解決された。 しかしこの

会期に締約国団に付託されたもう1つ の紛争は作業部会(workingparty)へ

付託され解決がみられた。

3.作 業部会による紛争処理

1949年 の第3回 締約国団では締約国団へ付託された紛争はすべて作業部会へ

付託され,紛 争は作業部会へ付託されるという慣行が生 じた。

作業部会はガットに限らず広 く利用され,全 体会議ではなし得ない作業を小

人数で効率的に行うものである。作業部会は主要関係国を常にその構成国とし,

中立的な立場にある国をも構成国に含めるが,主 要関係国間の合意の成立に努

めるものである。.

第3回 締約国団会議の作業部会はこのような一般的な作業部会の性質を持 っ

ていたが,1950年 の第4回 締約国団会議において設置されたオース トラリアの

硫安補助金 に関するチ リ・オース トラリア間の紛争1ωを処理するための作業部

8)高 野雄 一 ・筒 井 若水 『国 際 経 済 組 織 法 』,東 京 大 学 出 版 会,1965年,172頁 。

9)R.HuDEc,sωprαnote3,at66-67.以 下 の 作 業 部 会 及 び 小 委 員 会 の 導 入 につ

い て の記 述 は 同著 に依 る と こ ろが 大 き い。

10)こ の紛 争 の 内容 に つ い て は,内 田宏 ・堀 太 郎 『ガ ッ トー 分 析 と展 望 一 』,日 本 関 税

協 会,1959年,601頁 を参 照 の こ と。
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会はその性質を異にするものであった。作業部会は紛争当事国の他に,英 国,

米国及びノルウェーの3国 により構成され,こ れら中立構成国が中心的な役割

を果たした。そしてこの作業部会の認定は討議なしで締約国団会議により承認

された。 この紛争解決は,形 式的には作業部会によるものであっても,事 実上

は第三者による司法的解決が行われたものであると評価されている1P。
∫

第三者的な作業部会による紛争解決はその後も順調で,1952年 の第7回 締約

国団会議には12件 にも及ぶ紛争が付託 され,こ の量的増加のためガットの紛争

処理手続に再び変化が生 じるのである。

4.小 委員会による紛争処理

第7回 締約国団会議で締約国団に最初に付託された紛争は,ノ ルウェー ・西

独問の鰯製品輸入取扱に関するものである12⊃。両国 とも作業部会への付託に合

意 した が ・ 繍 国 騰 長(ノ ル ウェーのJohanMelander)はその 他1・ も概 され 襯 争 の

数が多いことを理由とし,本 件及び他の事件を1つ の作業部会へ付託すること

を提案 した。さらに数日後,議 長 は小委 員会(panel)の 設置が合意 されて

いると し,そ の議長をカナダの常駐代表の個人名で,他 の委員を国名

(オ ース トラ リア,セ イロ ン,キ ューバ,フ ィ ンラ ン ド及びオ ラ ンダ)で 示 し・付 託 顯 と共 に提 案 し・ ・の提 案 は

討議なしに採択された。

この小委員会には紛争当事国及び大国が加え られていなかったことに注意 し

なければならない。紛争当事国は小委員会で陳述を行う機会を与えられ,後 に

小委員会委員のみで審理及びその認定の報告の起草が行われた。さらに小委員

会は紛争当事国とその報告について討議を行い,そ の後に締約国団に提出する

ための最終報告を作成 した。締約国団会議ではその報告の内容が説明され,討

議なしで承認された。

第・聯 綱 団餓 では,他の紛争(雑 展編 轍 舗 期 繍 獣

辮)'3'も 同様に小委員会・・より判断が下された・他・・綱 の酪農製品轍 制

11)R.HuDEc,3α ρハαnote3,at70.

12)こ の 紛 争 の 内容 に つ いて は,内 田 ・堀,前 掲 注10),603頁 及 び 道 田 信 一 郎 「国際

取 引」 『現 代 の経 済 構 造 と法 』,筑 摩 書 房,1975年,197頁 を 参 照 の こ と。

13)こ れ らの 紛 争 の 内容 に つ いて は,内 田 ・堀,前 掲 注10),602頁 を参 照 の こ と。
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限に関するオランダ ・米国間の紛争141についで作業部会により判断が下された

が,こ の作業部会は実質的には小委員会と同様の活動を行った。

1953年 の第8回 締約国団会議において小委員会の設置に至った紛争の付託は

なかった。1954年 の第9回 締約国団会議においては付託された2件 の紛争につ

いて小委員会が設置された。そしてこの時か ら小委員会の委員すべてが個人名

で指名され,個 人の資格で活動することとなった。

この後1963年 までに小委員会に付託された紛争は11件 あり,そ の うち9件

について小委員会の判断が下された。小委員会が紛争処理に利用されるように

なった1952年 から6年 後の1958年 までの間に,40件 の紛争が付託され,そ の

うち11件 に対 して何 らかの最終的判断が下され,20件 については手続の途中で

和解が行われ,残 りの9件 は放棄されている151。1959年 か ら1961年 までの間

は一般協定第23条 の紛争処理手続は全 く利用 されていない16}。1962年から1963

年までに6件 の紛争が付託された。ただしこの6件 うち4件 までは米国がケネ

ディ・ラウンド関係の通商法案の議会通過を意図 してガットの存在意義を知ら

しめるために申立を行 ったものであり,他 の2件 のうち,ウ ルグァイと15の 先

進国の間の紛争は、法律的紛争 というより,開 発途上国の先進国に対する政策

的要求という性格を持つものであった17⊃。1964年 か ら1970年 までの問はわず

か4件 の紛争 しかガットに持ち込まれておらず,さ らにこの間は小委員会は全

く設置されていない。1970年 から1972年 までの間に9件 の紛争がガットに持ち

込まれたが,そ のうち8件 までが米国の申立によるもので,こ れもまた東京 ラ

ウンド関係の通商法案の議会通過を意図して行われたものである。これらの紛争の

ろち,英 国の繊維輸入制限に関するイスラエル・英国間の紛争及び米国の申立によ

,り付託された紛争のうち2件 については小委員会により判断が下されている。

以上のよう煉 京 ・ウ・・交渉(1973年 ～1979年)カ・始まるまでの搬 齪 期 条

の 紛 争 処 理 は,① 第 三 者 に よ る 司 法 的 解 決 手 続 と い う 性 格 を も っ 小 委 員 会

14)同 上,604頁 。

15)R.HuDEc,s麗prαnote3,at84.

16)∬d.at216.

17)、 茜d.at81,216-217.
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による手続が盛んに利用 されたユ952年～1958年,② この手続の利用が急減

したig59年 ～1969年,③ 主として米国の申立によりこの手続が再び利用され

始め兆1970年 ～1972年 の3っ の時期に分けられ る。

①の時期に盛んに利用されていた一般協定第23条 の紛争処理手続が②の時期

にそれほど利用されなくな ったことの主な理由は,ガ ットのルールに対する締

約国の態度が変化 したことである18〕。③の時期には,締 約国は戦後の自由貿易

の拡大による世界経済の建直 しという共通の目標を持ち続けており,そ の目標

達成の手段である精密なガットのルールは経済活動の明確なガイドとなり得た。

しかもガ ットのルールの適用は柔軟に行われ,そ のことがかえって一般協定中

の成文のルールを発展 させ,ま た締約国によるガットのルールの遵守を容易に

した。従ってそのルールを適用して行われる紛争処理手続も盛んに利用された。

ところが②に時期に入ると,世 界経済における米国の比重の低下及びEC・ 日

本の比重の上昇並びに南北格差の増大などに見られる世界経済構造の変化 にっ

れてガットのルールには時代遅れとなるものが生じ,多 くの締約国にとってそれを

完全に遵守することが実際上困難な状況となった。このような状況に対 して,

1947年 に制定され1955年 に小規模な改正があっただけの一般協定を根本的に

改正するより,個 々の問題の解決を主に外交交渉によってプラグマティックに

行 うという対処方法がとられた。この方法の正当化のためガットには一種の反

リーガ リズム(antilegalism)が 見られるようになった。そのような状況におい

ては司法的解決手続 という性格を持つ小委員会による紛争処理手続が利用され

な くなるのは当然考えられることである。

5.開 発途上国用紛争処理手続

反 リーガ リズムの見られる60年 代のガットにおいて,リ ーガリスティックな

行動を部分的にせよ見せた国には,前 述のように米国があるが,そ れ以外 に,

18)Roschke,コ 偽eGAT7ヤPro6Zθ ηお 伽(1Prospecめs,12J.INでLL.&EcoN.

85,86-89(1977);Hudec,GA7Tα8p撹 θSe観emeπ`の 『孟er仇eToた ッo

Roω η(!'α η 〔Zπノεπ`8んe(9BωsZηes8,13CoRNELLI喪T'LL.」.145,152-153

(1980);Lipson,跣 ε 野 απsプbr几 α翻oπo∫71rα(∫ θ」εんθ80ωrcθ8αrz(ノ 碓cおo∫

Rθ96η τeC7Lα η8召,361NT2LORGり417,433-437(1982).
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ガットの法的 ・制度的枠組の変革を試みることにより開発途上国もそのような

行動を見せている19}。その試みの成果の1っ が一般協定第4部 「貿易と開発」

G雛 鱗)で ある・搬 齪 第4部 の採択に伴い設置され慣 易醗 委員

会において討議された事項の中に開発途上国 ・先進国間の紛争処理手続の問題

があり,1966年4月 に開発途上国が先進国に対 して申立を行う場合の紛争処理

に関する特別な手続201が採択された。 この特別手続は 「きわめて妥協的」21}で

「不十分」221な改革であるとす る意見がある一方,「 開発の国際法の創造へのま

た1つ の貢献である」23}とする意見 もある 以下に記す手続の内容を見れば,

開発途上国を多少な りとも有利な立場に置こうとするものであることが分かる

であろう。

この手続がガットの従来の紛争処理手続と異なる点は,ガ ッ ト事務局長の周

旋を制度化 したこと及び手続の各段階に時間的制限を設けたことである。すな

わち,紛 争当事国間の協議により紛争が解決 しない場合,申 立国は事件を事務

局長に提示することができ,事 務局長は紛争当事国及び関係国際機関と協議を

し,さ らに紛争の解決を容易にするために周旋を行うことができるとされてい

る。周旋により紛争が2カ 月以内に解決 しないときは,申 立国は事務局長に対

し締約国団又は理事会 に報告す ることを要求できる。事務局長の報告を受理 し

た後,直 ちに,締 約国団又は理事会は小委員会を設置する。小委員会は60日 の

間,調 停活動を行 う。60日 の経過後,小 委員会はその認定及び勧告を締約国団

又は理事会に提出 し,締 約国団又は理事会はそれを審査 ・承認する。それか ら

90日 以内に当事国が勧告内容に従わないときは,締 約国団は申立国に対 し譲許

その他義務の停止を許可することができる。譲許その他の義務の停止が開発途

19)佐 分 晴夫 「GATTと 発 展 途 上 国 」 『国 際 法外 交 雑 誌』 第82巻 第2号,1983年6月,

43-45頁 。 ,

20)Procθ 伽re8ω η(1er、4rむ`cZe㎜ 」し14GENERALAGREEMENToNTARIFF合

ANDTRADE,BAs五cINsTRuMENTsANDSELE(πEDDocuMENTs18(1966).

21)佐 分,前 掲 注19),45頁 。

22)同 上,64頁 。

23)0.DERIvERo,NEwEcoNoMlcORDERANDINTERNATIoNALDEvELoPMENT

LAW67(1980).
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上国により行われるため実効的でないときは,90日 後に締約国団は新たな措置

をとることを決定することができる。なお,小 委員会は申立の対象となってい

る先進国の措置が開発途上国の貿易及び経済発展に及ぼす影響に適切な考慮を

払 うことが求められている。

6.東 京 ラ ウン ド交 渉

世界経済構造に変化が起 り24},新 たな保護主義傾向の高まった1960年 代及び

1970年 代 初 期 の状 況 に対 して と られ た対 応 の1つ は,ガ ッ トの新 しい ラ ウ ン ド

に よ り多 角 的 な 貿 易 交 渉 を行 う こ とで あ った。ヱ973年9月 ヱ4日 に第7回 ガ ッ ト

閣僚会議が東京で開催され,「多角的貿易交渉に関する東京宣言」25}が 採択さ

れ,そ れにより正式に開始 した新国際ラウンドは東京ラウンドと呼ばれ,1979

年4月12日 に 交渉 の妥 結 内容 を 示す 「議 事 録 」26〕(Proc倉s-verbal)が 署 名の ため

に 開 放 され て実 質 的 に終 了 した27,。 そ れ ま で の ガ ッ ト ・ラウ ン ド交 渉 に比 べ て

東 京 ラ ウ ン.ドの最 も大 き な特 色 は,ダ ン ピ ング防 止28},補 助 金 ・相 殺 関 税29∵

関 税 評 価30},ス タ ンダ ー ド31},ラ イ セ ンス32⊃,民 間 航 空 機 貿 易33},政 府 調

24)前 述111頁 。

25)Gε πεrαZA望reεmθ π`oπ 野 α沸 απd聾 αdθ'70ん ツoD2cZαrα εεoπoπ1臨 薦Zα一

孟θrα`野 αdε1物go孟`α`ゴoπs[September14,1973],121NゲLLEGALMATERIALs

1513(1973);東 京 ラウ ン ド研 究 会 編 『東 京 ラウ ン ドの 全 翻,日 本 関 税 協 会,1980

年,50頁 。

26)同 上42頁 で は 「調 書 」 と され て い る。

27)東 京 ラ ウ ン ドに関 して は,東 京 ラウ ン ド研 究 会 編,前 掲 注25)の 他,Graham,

Rθ8嘘s(ゾ`ん θTbん ッoRo㏄ πd,9GA.J.INfL&CoMp.L153(1979);Mc-

Rae&Thomas,餓 θ α47ワ α記 ハ伽Z観 αεerαZ乃 ・eα妙 ハ血 ん`ηg/7五 εTbんyo

Ro協d,77AM.J.INT'LL.51(1983)な ど を 参照 の こと。

28)関 税 及 び貿 易 に関 す る一 般 協定 第6条 の 実 施 に関 す る協 定 〔昭 和55年 条 約7号 〕

(以 下 「ダ ン ピン グ防 止 協定 」 とい う)。

29)関 税 及 び貿 易 に関 す る一 般 協 定 第6条,第16条,第23条 の解 釈 及 び 適 用 に 関 す る

協 定 〔昭 和55年 条 約8号 〕(以 下 「補 助 金 協定 」 とい う)。

30)関 税 及 び貿 易 に関 す る一 般 協 定 第7条 の 実 施 に 関 す る協定 〔昭和55年 条 約 第9号 〕

(以 下 「関 税 評 価 協 定 」 とい う)。 関 税 及 び 貿 易 に 関 す る一 般 協定 第7条 の 実施 に 関

す る協 定 の 議 定 書 〔昭 和55年 条 約 第10号 〕。

31)貿 易 の 技 術 的 障 害 に関 す る協定 〔昭 和55年 条 約第11号 〕(以 下 「スタ ンダ ー ド協 定 」

と い う)。

32)輸 入 許 可 手 続 に関 す る協 定 〔昭 和55年 条 約 第12号 〕(以 下 「ライセンス協 定 」と い う)。

33)民 間 航 空機 貿 易 に 関 す る協 定 〔昭 和55年 条 約第13号 〕(以 下 「航 空 機 協 定 」とい う)。
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達34,,牛 肉 の 貿 易351,酪 農 品 の 貿易36}な どの 関 税 引 下 げ 以 外 の 分 野 に関 す る

条約が繍 された・とである・・れらの条約のうち,ダ ・ピング防止齪(15条),

補助錦 定Gl:王1条)潤 税評鵬 定G8条)・ ス・・ダー傑 僕)及 び

政欄 翻 定(7条)は ・これまでのガ・トの紛争処理手続と購 のものである

が,そ れぞれ独 自の紛争処理手続を有 している。ライセンス協定は独 自の手続

を有せず,搬 齪 第22条 及び第23条 の例によるものとしている(4条2項)。航

空機協定は一般協定第22条 及び第23条 並びに了解事項の規定を準用することと

している(8条8項)・牛肉聴 及び国騰 農品取極に醐 争鯉 に関する規定は'

な い 。

東京ラウン ドのもう一つの特色は 「世界貿易の運営のための国際的な枠組の

改善」3ηについて交渉が行われたことである。 この問題を扱 う交渉 グループ

(い わ ゆるフ レームワーク 。グル ープ)は 醗 途 上 国 の 要望 ・・よ り設立 さ れ た・ そ ・で は醗 途 上

国問題38}及びガットのルールの見直しの問題について交渉が行われた。後者の

問題は特に先進国側から持ち出され,そ の中にガットの紛争処理手続の見直 し

の問題が含まれていた。これは主として米国の要求によるものである。米国の

1974年 通商法のうち,大 統領に通商協定に関する交渉を行 う権 限を与 える部

分39)は,「 国家又は国際貿易に関する機関の間の定期的な協議のための手続並

びに国家及びそのような機関の間の通商上の紛争を司法的に解決する手続を設

立するために必要な改正」を通商協定に加えるために必要な措置を大統領がと

ることとすると定めている4ω。

34)政 府 調 達 に 関 す る協 定 〔昭和55年 条 約 第14号 〕(以 下 「政 府 調 達 協定 」 と い う)。

35)牛 肉 に 関 す る取極 〔昭和55年 外 務 省 告 示 第148号 〕(以 下 「牛 肉取 極 」 と い う)。

36)国 際 酪 農 品 取極 〔昭 和55年 外 務 省 告 示 第169号 〕。

37)「 多 角 的 貿 易 宣 言 に 関す る東 京 宣 言 」 第9項 。

38)Meier,銑e70ん ッoRoω ηdoゾ1臨Z``Zα εerαZTrαdθ1Vθgoε`α 翻oπsα 認 仇 θ

1)eoθZop`π8(】oω η`r`es,13CoRNELLINfLL.J.239(1980);佐 分,前 掲 注

19),62-64頁 。

39)Jackson,Louis&Matsushita,Zmρ`θmθ η伽8ε んθ7bん ッoRo鵬d∴ 乙θgα`

Aspθcεso∫ αLαπ8加g1撹emα ε`oηαZEcoπom`cR認es,81MlcEL.REv.

267,340-351(1982)を 参 照 の こ と。

40)19U.S.C.A.§2131(a)(9)(West1980).
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前述のように,米 国は東京ラウンド交渉開始直前の時期にガッ トの紛争処理

手続を盛んに利用 したが,そ れは交渉開始後 も同じであった。1973年 から1979

年までの間に米国は8件 の紛争についてガットの紛争処理手続を利用した41}。

さらにこのような米国の動きに伴い,1973年 にECが 米国の税法に関して持ち

込んだ紛争42⊃を初めとして,こ の時期に米国以外の国が12件 にのぼる紛争につ

いてガットの紛争処理手続を利用 した。以上の件数はユ950年代のものに匹敵す

る。 このような件数の増加は東京ラウンドにおいて紛争処理手続について交渉

を促す原因の1つ となったのと同時に,反 対に東京 ラウンドにおける紛争処理

手続の交渉がそのような件数の増加の原因の1つ となったとも言えるであろう。

以上のような推移にもかかわらずEC及 び日本は東京ラウンドにおいて紛争

処理手続について交渉することに対 し激 しく抵抗 したと伝えられている431。こ

れに対 し,開 発途上国はその政治 ・経済的立場か ら考えると有効な紛争処理手

続が存在 した方が都合良 く,紛 争処理手続について交渉することに賛成であっ

た。 さらに開発途上国は,違 反国に対 し全締約国が制裁を行うこと,損 害を受

けた開発途上国は金銭損害賠償を得 られるようにすることなど先進国に対 して

使用することのできる制裁を増強することを要求した44}。しかし根本的な政治

的制約が存在する以上,極 端な制度の改革には現実的な可能性がなく,前 述の

ように,そ れまでのガットの紛争処理手続に関する慣行が成文化され,了 解事

項として合意されただけである。開発途上国については,1966年 に採択された

前述の醗 途掴 用手続爾 鵜 された(了 解事項7項)ざ'

この了解事項については,「 紛争処理を促進させるはずの ものが,こ の余計

な協定によってGATT23条 自体を無意味なものにして しまったのである」45)

41)Hudec,8μPrαnote18,at181-182.

42)Reports,Gθ πerαZAgrθ εηLθ脱oπ7hr励 απ(∫Trα(∫e'Pα πeZRθpor古80η

距 κ 伽 α8ωrθsα πdl1窪8'r`cω あαPαZ」RoZ`cy,201NrビLLEGALMATER【ALs843

(1981).

43)(Conference),R⑳rmoノ`ん θ1ん`θrη α翻oπ α`%「 αor`πgSンs6eη τ`蕊pec`αZ`ツ

D`sp醜 θ8ε`εZem飢 θ,84F.R.D.590,592(1980).

44)Hudec,sμprαnote18,at158;佐 分,前 掲 注19),64頁6

45)本 山 美 彦rGATTとNIEO」 『貿 易 と 関 税 』 第31巻 第5号,1983年5月,2G頁 。
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とする否定的な意見 もあるが,「 現行規定の基本的なメカニズムを支持すると

ともに,こ れを一層効果的なものとするため,特 に紛争解決手続における従来

の慣行をより明確にし,そ の迅速かっ衡平な解決を図るための改善を行ってい

る」46,,「紛争解決手続の実効性を確保するベースが出来たことになる」47⊃,紛

争処理手続が 「東京 ラウンドでキチッとできあが った」48)等,肯 定的な意見も

多い49⊃。了解事項が採択されたことは,小 委員会による司法的解決手続という

性格を持 った紛争処理手続の正当性が確認されたことを意味する。了解事項の

それ以上の評価は内容を検討し,今 後の運用を見た上で下 されるべ きである。

内容の検討は次節以下で行 う。現時点では運用について十分な考察を行 うこと

はできない。ただこの了解事項が採択された後もガットの紛争処理手続は利用

され続け,1980年 か ら1982年 半ばだけをとっても利用件数は5件 となってい

る50〕ことに注意すべきである。

なお,1982年11月 にジュネーブにおいて開催 された第8回 ガット閣僚会議51}

において採択 され燗 髄 言の紛争鰍1・ 関する部分…(以 下 「閣僚宣言」という。)カ ㍉

了解事項 にわずかな改正を加えている。

二.ガ ッ ト紛争処理手続の内容

1.手 続の対象

一般協定第23条 第 ヱ項及び了解事項の附属書 「紛争解決の分野におけるガッ

トの慣習的慣行の謎 ・・関する舗(第23条 第2項)」 ・3・(劉 塀 書」)第 ⇔

46)伊 藤 哲 治 「ガ ッ ト用 語 の 知 識17協 議 ・紛 争 解決 手 続 」 『貿 易 と関税 』 第28巻 第

9号,1980年9月,41頁 。

47)東 京 ラ ウ ン ド研 究 会 編,前 掲 注25),242頁 。

48)吉 川 共 治 「ガ ッ ト閣 僚 会 議 を 終 え て 」 『貿 易 と関 税 』 第31巻 第2号,1983年2月,

22頁 。

49)以 上 の 他,了 解 事 項 の 評 価 につ いて は,漁Z観 αεεrαZ招rαde1鞄goε εα¢`oπs'翫s-

P碗eSe``Zεmθ π`,〔1980〕PRocEEDINGsAM.Soc.INfLI」.140;(Conference),

餌prαnote43な ど も参 照 の こ と。

50)「 国 際 機 関 情 報GATT」 『貿 易 と関 税』 第30巻 第12号,1982年12.月,38頁 。

51)第8回 ガ ッ ト閣 僚 会 議 につ いて は,吉 川,前 掲 注48)を 参 照 の こ と。

52)GA7T'1協 πお`εrεαZ1)εcZαrα``oπ,17J.WoRLDTRADEL.67,71-73(1983).

53)AgrθedDescr`μ εoπ(ガ εんe(】μ8`oηLαrッPrαc古`cθoゾ 古んθGATT`π`んeFε θZd
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項によれば,一 般協定第23条 の紛争処理手続の対象となるのは,一 般協定に基

づいて締約国に与えられた利益が無効にされ又は侵害 されたことにより生 じた

紛争のみである。

一般協定第23条 の無効化 ・侵害という概念の元をただすには第2次 世界大戦

前にさかのぼらなければならない。通商条約における無効化 ・侵害条項の必要性

を最初に指摘 したのは1933年 のロンドン世界経済会議54〕の貿易専門家 グルー

プの報告書であるとされている55}。通商条約は相互主義に基づ くバランスのと

れた貿易を中心的課題とし,そ れを達成するために関税の相互引下げを行 う。

しか し貿易政策の手段は関税率に限られる訳ではない し,貿 易は他の国内的措

置によっても影響される。そのすべてについてあらかじめ条約で法的義務を課

してお くことは不可能であるので,貿 易のバランスに悪影響を及ぼす措置すべ

てに適用することのできる一般条項が必要となる。そのために考え出されたの

が,当 事国の条約に基づく利益が無効にされ又は侵害されたときに救済がなさ

れるように規定しておく無効化 ・侵害条項である。逆に言えば,無 効化 ・侵害

条項は当事国間の利益のバランスの維持を目的 とす るものである。従って自国

の条約に基づ く利益を無効にされ又は侵害されたとき,そ の原因となった措置

をとった相手国が条約に基づ く義務に違反 している場合だけでなく違反 してい

ない場合で もこの条項を援用することができる。

一般協定第23条 第1項 においても,「(a)協 定に基 く義務の履行を怠った結

果として」だけではなく,「(b)協 定の規定に抵触するかどうかを問わず,何

らかの措置を適用 した結果として」,又 は 「(c)そ の他何 らかの状態が存在す

る結果として」利益の無効化又は侵害が起った場合にも同条を援用できるとさ

れている。但 し慣行によれば(a)の 一般協定に基づ く義務の違反がある場合

と(b)及 び(c)の 義務の違反がない場合について,挙 証責任の分配が異な

o∫1)εsp協 θSθ 観eme撹`ArεZcZe㎜1'2,,GENERALAGREEMENToN

TARIFFsANDTRADE,sωprαnote4,213.

54)ロ ン ドン世 界 経 済会 議 前 後 の状 況 に つ いて は,麻 田 四郎 「ブ レ トン ・ウ ッ ズへ の 途 」

『商学 討 究 』第32巻 第2号,1981年11月,4頁 を参 照 の こ と。

55)HuDEc,8ωprαnote3,at20.
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る(附 属書5項)・す な わ ち 議 雛 反 の あ る場 合1ま・ 一 応(・ ・im・f・・i・)無効 イヒ

又は侵害があるものと推定される。 これは,ガ ット・ルールの違反は他の締約

国の利益を害す ることが推定 され,申 立を受けた相手方締約国がその反証をしな

ければならないことを意味す る。そしてこの場合,申 立国からの要請があれば,

事態が重大であるために譲許又は義務の停止の許可が正当とされるかどうかを

考慮することが,事 実上,要 求 される。これに反 して,一 般協定に違反しない

他の締約国の措置又はただ単に何 らかの一般的状況により無効化又は侵害が生

じたと主張する場合は,申 立国がそれを立証 しなくてはならない。

このように一般協定第23条 は他の締約国が一般協定に基づく義務に違反 して

いなくとも自国に与えられた利益が無効にされ又は侵害された場合には締約国

は救済を得 られることを定めている。このことを指して 「権利の存するころ,

すなわち救済あ り」56}という法諺を涙り,「権利の存 しないところ,す なわち

救済あり」と言われている57}。しか し「権利の存するところ,す なわち救済あ

り」は一般協定第23条 については必ずしも常に妥当しない。すなわち利益の無

効化 ・侵害がなければ.た とえ 「権利の存するところ」であっても救済は与え

られないのである。一般協定に単に違反 しただけであって利益の無効化 ・侵害

が生 じなければ一般協定第23条 を援用することはできない。これについて国内

契約法を類推 して,無 効化 ・侵害と呼ばれる 「損害」の存在が一般協定第23条

の援用には必要であると説明されている58}。

2.手 続の過程

(1)協 議

ガットの目的は締約国同士が交渉により相互的かつ互恵的な合意をすること

により達成される(一般協定前文,28条の2等)詳の交渉蟻 を補 完するのが騰 蟻 であ

る59}。紛争処理においても一般協定第23条 第1項 により紛争当事国間の協議が

56)Ubijusibiremedium.

57)DAM,s砿prαnote3,at358.

58)JAcKsoN,LEGALPRoBLEMsoFINTERNATIoNALEcoNoMlcRELATIoNs

426(1977).

59)前 掲 注1)に あ げ た 条 項 を 参 照 の こ と 。
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義務づけられている。この協議なしでは同条第2項 に定められている手続を開

始す る・とができない(了 解事項6項 〉.言 わば臓 前置蟻 がとられているのであ

る。協議によっても解決が得られなかった場合に初めて手続の次の段階に進む

ことができるのは,前 述の東京 ラウンドで締結された各種協定にっいて も同じ

である(勝 燦 朧 蕎彙、鱒 墳璽 舗 翻 老ラ㌶16島 〉.な かでも補

助金齪 は騰 を棚 られる鯛 を臓 の蟷 から3・日に限・ている(!3条ユ項)・

ただし・の鯛 は舗 によ・て賑 することカ・できる(同 項注)。 他の齪 及び

一般協定第23条 第1項 による協議の期間は日数を定め られていないが,協 議の

要請には直ちに応 じ,協 議を迅速に終了するように努めなければな らない

(了 解事項4項)・

(2)周 旋及び調停

開発途上国が先進国に対 して申立を行う紛争については,協 議により解決が

得 られないとき,申 立国である開発途上国はガッ ト事務局長に周旋を要請でき

ることは前述の通 りである。この場合,ガ ッ ト事務局長は締約国団議長及び理

事会議長と臓 する・とができる(了 解事項8項)・

その他の紛争についても当事国は合意により周旋を要請することができる。

この場合に,了 解事項8項 では誰に周旋を要請できるか具体的には定められてい

なか った。 しか し閣僚宣言(i)項 により,当 事国の合意により事務局長又は

その指名する者の周旋を要請できるとされた。 さらに,こ れは調停手続である

ことが明示され,迅 速に行われると定められた。事務局長は理事会に調停の結

果を報告す る。

協議により解決の得られなかった紛争について,ダ ンピング防止協定では,

同協定第14条 により設置される 「ダンピング防止措置に関する委員会」に問題

を調停のため鮒 託する・とができると定め られて・・る(15条3項)調 勘 鯛

は3カ 月に限 られている。調停により解決が得 られなか った場合にのみ手続の

次の段階に進むことができるとし,調 停前置主義がとられている。 これは他の

協定について も同様である。ただ し補助金協定は調停の期間を30日 としており

憐)潤 糖 価齪(20条i項),ス ・・ダー・齪(騰)ほ び政府雛
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齪 幡)に おいては同様の手繍 ・ついτ講 のかわり嘲 査という用語力・

使われている60}。

なお関税評価協定及びスタンダー ド協定の2つ においては,技 術的検討を要

する事廊 つき,そ れぞれ識 術委員会(関 税評価協定20条2項)又 は技術専門部会

(軽 藤 謝 による棚 の手続が定められている・

(3)小 委員会又は作業部会の設置

以上の協議又は周旋等では解決が得 られない場合に手続は次の段階に進む。

一般協定第23条 第2項 により,紛 争を締約国団に付託することができるのであ

る。いずれか一方の紛争当事国の要請があれば,締 約国団は確立 した慣行に従

って小委員会又は作業部会の設置について決定する。小委員会の利用が,1952

年妹 騨 の手続 とな・たとされているが(附 属書6項働),その設置は欄 国団

の義務 とはされていない6n。小委員会は常に設置されるものとはされていない

のであり,さ らに附属書同項では,関 係締約国が申立を検討 し,理 事会に提出

するための申立に対する返答を準備する機会を持 った後でなければ,小 委員会

の設置がなされなかったという慣行が明らかにされている。

これに反 して,ダ ンピング防止協定では紛争当事国のどちらか一方の要請が

あ・た場合に,委 員会は楼 員会澱 けるものとされている(15条4項)621。これ

は轍 金齪(18条1項)瀾 税評価齪(碧 雷)・ ス・・ダー・齪(騰 〉及

び政府調達齪 幡)に おいても同様である・

小委員会が設置されることになると,事 務局長が関係締約国の合意を得て小

委員会の委員(事件により3～5名)を指名し諦 綱 団がこれを羅 するく礁 妻翻 轟・)。

紛争締約国は7日 以内に小委員会委員の指名について同意 し,や むを得ない理

由のある胎 を除いて脚 務賑 による委員の非旨名に反対 しない(了 解事項12項)。

60)国 際 法 に お いて は,周 旋,調 停,調 査(審 査)の 間 に は,「 慣 行 上 は ほ と んど 相 互 の

区 別 が 認 め られ な い」 と され て い る。 筒 井 若 水 『国 際 法 皿』,青 林 書 院新 社,1982

年,77頁 。

61)了 解 事 項 第10項 で は,_theCoNTRAcTINGPARTIEswoulddecideonits

estabhshme批_と 規 定 さ れ て い る 。

62)...theCommitteeshal1,attherequestofanypartytothedispute,

establishapanel...と 規 定 さ れ て い る。
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紛争当事国の国民隙 騨 魏 甥 嘉鎚 勢講 鮒 つ)は小委員会の委員

にならない。小委員会の委員は公務員であることが望ましいとされているが,

例外的に非公務員が委員 となったこともある。通常はガットの常駐代表又は締約

国の中央官庁の公獺 の中から選ばれ(附 属書6項(in)・実際には緻 綱 及翻 ス

の出身であることが多い63}。開発途上国と先進国の間の紛争には開発途上国出

身の委員槍 まれる・とが慣行とな・ている(附 属書6項(u))。たと舩 獺 であ・

て も小委員会の委員は政府の代表としてではなく個人の資格で独立 して活動す

る(了 解事項14項)。

小委員会の構成は締約国団の設置の決定か ら通常30日 以内になされな くては

ならない(了 解事項11項)。 この構成を容易にするため,賜 関係,経 翻 瓢 びガ

ッ トに関する他の事項の分野で資格を有 し,小 委員会の委員となることのでき

る者の非公式の名簿を事務局長が作成する。そのため,各 締約国は,各 年の初

めに,自 国が小委員会の作業のために提供する用意のある1人 又は2人 の専門

家の氏名を事務局長に通知するよう要請される(了 解事項13項).

以上のように小委員会は,ガ ット事務局長が紛争当事国の同意 を得て指名した

紛争当事国以外の国民である個人 としての専門家により構成される。なお反ダ

ンピッグ協定その他の協定についても,小委員会の構成についてはほとんど同様で

あ る(反 ダ ンピング協定15条7項,補 助金協定18条3,4,5項,関 税評価協定附属書 皿
,ス タ ンダー ド協定附属書三,政 府調達協定7条8項)・

これに対 し,作 業部会は5～20力 国の各国代表により構成され,紛 争当事国

は常にその中に含まれる(附 属書6項(i))。作業部会には利害鮪 する締約国がすべ

て参加することができ,構 成国の数は関係す る問題及び利益の重要性により異

なることの他,作 業部会の構成については了解事項 。附属書はこれ以上何も述

べていない。

(4)小 委員会及び作業部会の活動

a小 委員会

小委員会に対する付託条項(termsofreference)は,理 事会において討議・

63)deKieffer,σATT1万8p協e8臨Zεmθ πεs'A.磁 ωB2g`π πεπ8,2Nw.J.IN九

L.&Bus.317,323(1980).
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承認され,そ の内容は,通 常,「 問題を検討 し,か っ,締 約国団が第23条 第2

項 に定める勧告又は裁定を行うのに役立つ認定を行 うこと」とされ,譲 許その

他の義務の停止が問題とされるときは 「第23条 第2項 の規定に従って問題を検

討 す る ・ と」 と され る(附 属 書6項(ii))・

小委員会の機能は,事 件の事実関係及びガット規定の適用可能性を審査 し,

これらの事項について客観的な評価を下す ことにより,締 約国団が第23条 第2

項 の醗 を 果 た す ・ とに 役立 つ ・ とで あ る(了 解事項15項,附属書6項(iii))。さ らに,ガ 。 ト

規定の違反又は無効化 ・侵害の認定がなされたとき,小 委員会は締約国団が勧

告又は裁定を行うのに役立っよう問題の処理のための適切な提案をしなければ

ならない(閣 僚宣言(v順)・

小委員会自身がその作業手続を定めるがその内容についての慣行は次の通り

である(附 属書6項(iv))・小委員会は潤 係当事国と2-3回 の公式会謙 行う・当

事国は互いの面前で書面若しくは口頭は又はその両方で自国の見解を明らかに

するように要請される。小委員会は両当事国を尋問することができる。小委員

会は紛争当事国ではないが紛争に実質的な利害を有する第三締約国の見解 も聞

く。小委員会はいかなる個人又は機関からも報告又は技術的助言を得る権利を

有 し,す べての締約国はそのような情報を迅速に,か つ,完 全に提供 しなけれ

ばならない(了 解事項15項 〉・小委員会1ま款 ガ・ト事務局の助言又は援膿 勅 る

・とができる(附 属書6項㈹)・

小委員会の活動が始まった後 も,紛 争当事国間の和解が奨励され,そ のため

の騰 が行樵 和解のための醐 な機会力・供せられる鷹 欝 網 ・)。さ

らに和解を試みるために,小 委員会の報告は,締 約国団に送付される前に,孝

ず,そ の説明部分が,そ の後に,結 論又はその概要が紛争当事国に提示される

(了解事項18項,附属書6項(vii))・紛争当事關 で不・齢 成立 した場合には・小委員会の報告

は事件に関する簡潔な記述及び解決が得 られた旨の報告に限定することができ

る(了 解事項17項,附属書6項〔v}).

和解幟 立 しないときには認 定を書酢 より提出する(了 解事項17項 〉。その内

容 は,事 実の認定,関 連規定の適用可能性,認 定及び勧告の基礎的な理由から
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なる(附 属書6項〔v〕)。小委員会は,搬 齪 の・レール諏 の礁 についての見解の

表明,紛 争 当事 国に対する勧告案の作成,技 術 的意見 の提 出などを行 う

(附 属書6項(面)).

以上の小委員会の活動は,前 述の開発途上国用手続を除いて,一 定の期間内

に終了するように限定されていな・・力状 体3-9カ 月を要する(附 属書6項(b【)).

緊急の場合は,小 委員会設置の日か ら3カ 月以内に認定を提出するように求め

られる・とがある(了 解事項20項)。 ダ・ピ・グ防止協定1・も,小 委員会の認定の提

出を遮 の鯛 内に限る規定はない。関税評価齪 では3力 朋 内(附 属書皿6項),

ス・・ダー ・齪 では・カ月以内G謝 激 府調灘 定では・カ月以内(桑

瑠)を 目標とすべきであると定め られている・翻 錦 定では6・日以内嘲 定

を提出すべきであると定められている(18条2項)。

b作 業部会

作業部会に対する付託事項は,一 般に,「 一般協定の関連規定に照 らして問

題を鮒 し,鱒 会へ鮪 する・と」である(附 属書6項σ)〉.篠部会自身がその

牒 手続を定める瓜 その内容についての慣行は次の通りである㊥ 澗 題

を検討するための1～2回 の会議が開かれ,次 に結論を討議する最終会議が開

かれる。 コンセンサスが求められる傾向があり,作 業部会の報告の作成にはな

んらかの交渉及び妥協が行われる。報告には構成国すべての見解が記載され,

従って必要な場合には個別的見解が記載される。

この報告は理事会によって採択され,締 約国団が最終的決定を下す際の基礎

となる勧告的意見であるとされる。

(5}締 約国団及び委員会の活動

a締 約国団

締約国団は小委員会又は作業部会により提出された報告を速やかに検討する。

次に,相 当な期間内にその報告に基づき適切な措置をとらなければな らない

(了 解事項21項)。 慣行では,小 委員会又1ま作郷 会の勧告がそのまま採択される。

勧告は,通 常,一 般協定と一致しないと認定 された措置の撤回を確保 しようと

するものである。そのような撤回が実際的でない場合に限 り,そ の撤回までの
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齪 的酷 置として・補償齪 が援用される(附 属書3項)・

締約国団により採択された勧告に紛争当事国が応 じないときは,申 立国の譲

許その他の義務の適用を相手国に対 して停止することの締約国団による許可が

問題 となり得 る。これは一般協定第23条 の定める最終的な措置であり,申 立国

の救済措置であると同時に一種の制裁措置であると考え られる。しかし譲許そ

の他の義務の停止が実際に制裁の役割を果たすかどうかは疑問であり64〕,附属

書もその措置の存在を指摘 し,そ れが過去1回 だけ許可されたことがあること

を述べているのみである㈲ ・そして了鱒 項では繊 にかわ・勧告の実現

を促 す 措 置 と して,監 視(surveillance)が あげ られ て い る。 す な わ ち,締 約国

団は勧告又は裁定を行・た蘭 艦 視するものとされる㈲ ・また諦 約国

団は貿易体制の発展に定期的かつ組織的な再検討を加えることになっているが,

紛争処理手続の対象となった措置は,特 別な注意が払われる事項の1つ にあげ

られている 畷 嘉)・ さらに閣髄 言・・お・て,次 の・とが加えられた((面項)).

理事会は勧告に従ってとられた措置を定期的に再検討するものとされる。勧告

の対象となった締約国は,自 国のとった措置又は締約国団の勧告若 しくは裁定

を実施 しない理由を特定された妥当な期間内に報告するものとされる。そして

申立国は,了解事項第22条 に定められているように適切な解決を得 ることを目的

とする適当な努力をするように締約国団に要請することができることを再確認

している。

なお閣僚宣言は,締 約国団がとり得 る追加的な措置 として,他 の産品に関す

る補働 謹 又は譲許その他の翻 の停止がある・とを明示している 像)).

b委 員会

以上のような一般協定第23条 の手続に関する締約国団の活動と対照的なのは,

補助金協定第18条 第9項 に定められている 「補助金及び相殺措置に関する委員

会」の活動である。 この委員会は,で きるだけ速やかに小委員会の報告を検討

し,当 事国に対 し勧告を行 うことができる。勧告は小委員会の報告の受領後30

64)」.JAcKsoN,8ωprαnote3,at185:K.DAM,8μprαnote3,at364-375;R.

HuDEc,sμprαnote3,at184.
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日以内に提示 されるべきであるとされる。そして勧告が妥当な期間内に実施さ

れなかった場合には,適 当な対抗措置を承認することができるのである。閑税

評価齪(雛 謝 ・ス・ン郷 齪(ll響oう 激 府鍵 齪(語ll

堵)は,委 員会の勧告又は裁定弩勧告を受けた締約国が勧告を実施できないと

きのその旨の報告義務及びその場合の措置,そ れぞれの協定に基づ く義務の停

止の許可,勧 告又は裁定の行われた問題の監視などを規定 している。ダンピン

グ防止協定には以上の事項 に関する規定はない。

(6}非 関税措置に関する諸協定の紛争処理手続 と一般協定第23条 の紛争処理

手続の関係

前述のように,ラ イセンス協定,航 空機協定,牛 肉取極及び国際酪農品取極

は独 自の紛争処理手続を有せず,一 般協定第23条 及び了解事項の規定が適用 ・

準用 される。 しかし,反 ダンピング協定その他,独 自の紛争処理手続を有する

協定については,そ の手続と一般協定第23条 の手続との関係が問題となり得る。

まず第 ・に,反 ダ・ピ・グ齪(15条注),ス ・・ダー・齪 騰)及 び関

税評価齪 騰 遮 それぞれの齪 に基づく権利 ・義務に関し紛争が牛じ

た場 合 で も,一 般 協 定 に基 づ く権 利 を 行 使 す る余 地 の あ る こ とを 認 め て い る。

た だ し,一 般 協 定 に基 づ く権 利 ・義 務 を 行 使 す るの に先 立 ち,そ れ ぞ れ の 協 定

に よ る紛 争 処 理 手 続 を尽 くす べ きで あ る と して い る。 従 って,そ れ ぞ れ の 協 定

に よ る紛 争 処 理 手 続 の 完 了 が 一 般 協 定 第23条 の紛 争処 理手 続 開始 の前 提 条 件 と

な る。

これ に 対 し,補 助金 協 定及 び政 府 調 達 協 定 に は,一 般 協 定第23条 の紛 争処 理

手 続 との 関 係 に 言 及 す る規 定 は な い。 この2つ の協 定 は そ の重 要性 の た め に比

1絞的 完 全 な 体 系 性 を有 す る65}。従 って これ らの協 定 に基 づ く権 利 ・義 務 に関 し

生 じた 紛争 は,そ れ ぞ れ の協 定 の 紛 争 処 理 手 続 に よ って の み処 理 され る もの と

考 え られ る。

65)Flory,Lθ αccor(お(∫切Toん ッoRoω π(∫伽G.A.7LT.θ`Zαr匂 『orme(1es

prOC6dωrθsdθrδgZεmeπ 孟de8吻 鋒rθπ4S(2απsZθSツS`壱mecommercε αZ

加`θP6εα``⑳θ,86REvuEG丘N盒R肌EDEDRolTINTERNATIoNALPu肌lc

235,252(1982)。
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三.ガ ッ ト紛争処理手続の役割

1.紛 争の回避66)

一般的に紛争処理手続の存在は,単 にその存在自体が紛争当事者の紛争処理

の努力を促 し,紛 争の回避を導 く可能性がある671。ガ ツトの紛争処理手続も同

様にその存在自体が紛争の回避を導 く役割を果す ことがあり得ると考えられる。

例えば,内 国税についてこのような紛争の回避があったとされる68㌔

このような潜在的な紛争の回避の外に,ガ ッ トの紛争処理手続では,い くつ

かの時点において紛争の回避の機会が用意されている。まず紛争当事国間の協

議が義務づけられており69⊃,この段階で紛争が回避される可能性がある。次に,

調停の手続が用意されており7ω,こ こでも紛争が回避される可能性がある。紛

争が締約国団又は委員会に付託され,小 委員会が設置された後で も,紛 争が回

避されるように小委員会には司法的な判断を下す役割の他に,紛 争当事国間の

和解を促進する役割が与えられている71,。小委員会が紛争当事国間の和解を積

極的に促進することとし,紛 争の回避がはか られるのである。

2.紛 争の解決

了解事項第9項 によれば,一 般協定第23条 第2項 の 手続の利用は争訟的

でcontθntious)72}な行為であると考えられるべきではないとされている。また,

ガットの文書にはこの手続を調停 と呼ぶものもある73}。しか し前述のように,

66)一 般協定第23条 又は各 種協定の紛争処理条項に基 づ く紛争処 理手続 が締約 国団又 は

委 員会 の勧告 又は裁定 が出る段 階に達 した場合を狭義の意味で 「紛争の解決」 と本

稿で は呼 ぶ こと とし,同 じく紛争の解決であ って もこれ以前の段 階で紛争 が終結 し

た場合を2つ を区別する便宜 のために 「紛争 の回避」 と呼ぶ こととす る。

67)千 葉正士 『法 と紛争』,三 省堂,1980年,73頁 。

68)DAM,8ωprαnoもe3,at131.

69)前 述 ユユ8頁。

70)前 述119頁 。

71)前 述122頁 。

72)も っともこの用語は 「対争 的」 とい った強い意味で用 い られてい るのか もしれない。

「対争」 とい う用語については,千 葉,前 掲注67),45頁 を参照 の こと。

73>例 えば,GENERALAGREEMENToNTARIFFsANDTRADE,BAslcDocuMENTs

姻DSELEcTEDINsTRuMENTsの 最近 の各SuppLEMENTのCONCILIATION
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この手続において,小 委員会は紛争に中立な専門家により構成され,事 実の認

定及びガッ ト関連規定の適用,す なわち法の適用を行 う。小委員会の判断はそ

のまま締約国団会議の勧告又は裁定とされ,そ れが実施されない場合は,申 立

国の譲許その他の義務の停止の許可という一種の制裁措置が用意されている。

申立国の相手国に対す る譲許その他の義務の停止という措置は補償のための報

復的なものであり,制 裁 としての事実上の実効性は乏 しく,ま た実際ほとんど

行われていないが,そ のような措置がとられる可能性の存在により,締 約国

団の勧告又は裁定の受諾が単に任意的なもの以上のものになるということは否

定できない。さらに,た とえこの制裁の法的な意味について問題があるとして

も,一 定の権威を有する小委員会の判断又は締約国団の勧告 ・裁定は規範的圧

力を紛争当事国に加える。従 って一般協定第23条 第2項 の紛争処理手続は純粋

な調停手続ではなく,司 法的解決のための手続 という役割を有するのである。

ただ しガット紛争処理手続の司法的側面を余 りにも強調することは疑問視さ

れており74〕,附属書第4項 に見 られるように,紛 争両当事国相互にとって受諾

可能な積極的な解決が強調され,紛 争両当事国の合意のない紛争の解決におい

ても一般協定に予盾す る措置の撤回が第1の 目的であり,譲 許その他の義務の

停止 という最終的な手段は例外的なものとされることに注意すべきである。

3.一 般協定の強行

紛争処理手続による紛争の処理は,単 に個々の紛争が処理されるという意味

だけではなく,一 定のルールが解釈 ・適用され,そ のルールが強行されるとい

う意味を持つ。ガットの紛争処理手続もそれがいかに紛争に対する柔軟性を持

つ対応であっても,前 述のようにガットの関連規定の適用可能性を判断するも

のである限り,ガ ット・ルールを強行するという役割を果たす。ガットにおけ

る交渉及び他の協議も確かに一般協定を強行する役割を果たすが,紛 争処理手

続はガット・ルールの強行の 「最終的なテス ト」75)として特別な意味を有す る。

の項、

74)外 務省情報文化局 『ガットと日本』,外務省,1982年,35頁 。

75)HuDEc,sωprαnote18,at147.
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締約国同士が相互的かつ互恵的に利益を与え合 うガット体制の本質は,関 税

譲許によって創 り出される抽象的な法律関係ではなく,そ の強行メカニズム

(enforcementmechanism)に あるとされるが761,そ の機構の主たるものこそ

紛争処理手続である。 「ガ ット・システムに対する信頼は紛争処理メカニズム

の機能の有効性如何にかかっている」771,あ るいは 「GATT規 定の有効性を担

保する上で,紛 争処理手続はきわめて重要な意味を持つ」78)と言われるのは,

紛争処理手続がガット・ルールの強行メカニズムとしての役割を有するからこ

そである。

お わ りに

一般協定には,解 釈上の疑義,仲 裁,紛 争解決などの条文見出しが付けられ

ている規定はないにもかかわらず,第23条 の無効化 ・侵害条項が紛争処理条項

となり,一 般協定には規定のない小委員会による手続などにより紛争を処理す

る慣行が生成し,そ れが東京ラウンドにおいて成文化された経緯を簡単に説明

し,そ の手続制度を解説することを本稿では試みた。紙数の制限 もあり,実 際

にどのような紛争が処理されたかについては検討 していない。紛争処理手続の研

究には,そ の手続による紛争処理の実例の分析が不可欠であると考えられるの

で,過 去及び将来の事例の考察を今後の課題としたい。

ガット紛争処理手続の役割として,紛 争の回避,紛 争の解決及び一般協定の

強行の3つ だけをあげたが,例 えば最近問題となっている国内説得のための政

治的利用79}など,他 の役割 も考えられる。さらにフォークランド紛争における

経済制裁80}やカナダの外国投資審査法8Dな どガットの守備範囲を越えるような

76)DAM,sμprαnote3,at79.

77)外 務 省 情 報 文 化 局,前 掲 注74),35頁 。

78)沼 田貞 昭 「GATTと 日本 の 立 場 」 『国 際 問題 』 第278号,1983年5月,60頁 。

79)「 国 際 機 関 情 報GATT」 『貿 易 と関 税』 第31巻 第7号,1983年7月,46頁 。

80)RecentDevelopments,耽oπoπL`cSα πc孟`o麗,FαZんZα 認 屈 απ(胎(ル 観o`π α8),

23HARv.INゴLL.J.404(1983)。

81)Turner,(hπ αd`αηRθ9ωZα 彦εoπoゾForθ ゴ8μ1)`rθoε1η ひθ5`〃↓eπち23HARv・

INでLL.J.333(1983);大 態忠 之 「「一 般 化 」 に 向 か うカ ナ ダ ・ア メ リカ関 係 」
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問題にまでガットの紛争処理手続が利用される例が出てきている。ガッ トの紛

争処理手続にはたくさんの役割が存在しそうである。

以上のような紛争処理に関するものを含めて,ガ ッ トの法的研究は是非とも

必要であると考え られる。締約国の一定の措置が実際に貿易障壁となるかどう

かは経済学により判断されるとしても,そ の措置が一般協定その他の条約に違

反す るかどうかの検討は,「法律家の仕事であって,経 済学の問題ではない」82)

とされるからである。その他にも,ガ ットの法的研究の持つ意味はいろいろ考

え られるであろうが,国 際組織であるガットが独特の紛争処理手続により国際

紛争を処理 し,条 約である一般協定が紛争処理手続により一種の判例法的発展

をする可能性を考えると,国 際法の観点からも興味深いことである。

『国 際 問題 』 第280号,1983年7月,60頁 。,

82)小 宮 隆 太 郎 ・天 野 明 弘 『国 際 経済 学 』,岩 波 書 店,1972年,250頁 。


